
電子調達案件 

番号： 598585 

入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 令和８年４月２７日  
 

支出負担行為担当官代理                 
 九州運輸局総務部長  岩本 輝彦         

       
 
１．競争に付する事項 
 （１）競争件名                    福岡運輸支局（本庁舎）他１箇所官用車交換契約 

 
 （２）仕  様          仕様書のとおり 
 
 （３）履行場所                    仕様書のとおり 
 
 （４）契約期間                    仕様書のとおり 
 
 （５）電子調達システムの利用   本案件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決 

定する総合評価落札方式の入札である。また、証明書等の 

提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。 

なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式 

参加願を提出しなければならない。 
 
２．競争に参加する者に必要な資格事項 
 （１）令和７・８・９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」において

Ａ、Ｂ、及びＣの等級のいずれかに格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者
であること。 

 
 （２）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

 
 （３）予決令第７１条に該当しない者 
 
 （４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交

通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 
 
３．入札手続等 
 （１）契約条項を示す場所及び入札説明書の交付場所 
      福岡県福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 
      福岡合同庁舎 新館９Ｆ 
      九州運輸局総務部会計課調度係 
      電話 ０９２（４７２）２３１４ 
 
（２）入札仕様書の交付期間 

      令和８年４月２７日（月）から令和８年５月１１日（月）まで 
      ９時００分～１７時００分（土・日・祭日を除く） 
      ただし、５月１１日は１２時００分まで 
 
 （３）電子入札参加申請書提出期限 
      令和８年５月１１日（月） １６時００分 
 
 （４）紙入札参加承諾願提出期限及び提出場所 



      令和８年５月１１日（月） １６時００分 
      福岡県福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 
      福岡合同庁舎 新館９Ｆ 
      九州運輸局総務部会計課調度係 
 
 （５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 
     入札書は、電子調達システムにより行うこと。 
     ただし、（４）の承諾を得た場合紙により持参すること。 

①  入札の締切 

        令和８年５月２２日（金） １６時００分 
 

②  開札日時及び場所 
        令和８年５月２５日（月） １０時００分 
        福岡県福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 
        福岡合同庁舎 新館１０Ｆ 小会議室（１）（鉄道部側） 
 
     ③  電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先 
        政府電子調達（ＧＥＰＳ） 
           https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ 
 
４．入札者に要求される事項 
 （１）電子調達システムにより参加を希望する者は、入札書類データ（資格審査結果通知書等） 
    を作成し、所定の受領期限までにこれを上記３．（５）に示すＵＲＬに、電子調達システ 

    ムを利用しなければならない。 
 
 （２）紙入札方式により参加を希望する者は、必要な証明書（紙入札方式参加願・資格審査結果 
    通知書等）を作成し、所定の受領期限までにこれを上記３．（４）に示す場所に提出しな 

    ければならない。 
 
   なお、（１）、（２）いずれの場合も、開札日の前日までの間において当該証明書等の内容 

  に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければならない。 
 
５．その他 
 （１）入札保証金     免除 
 
 （２）契約保証金          免除 
 
 （３）契約書作成の要否    要 

 

 （４）入札の無効           本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札 
              条件に違反した入札書は無効とする。 
 
 （５）入札執行回数     原則として当該入札の執行において入札執行回数は２回以内とす 
              る。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則と 

して予決令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。 
 
 （６）契約手続について使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る 
 
 （７）落札者の決定方法   次の要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方 

法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 

① 予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の
範囲内であること。 

② 入札者が提出した性能等証明書が、九州運輸局の審査の結果、
合格した者であること。 

 
（８）その他       詳細は入札説明書による。 

 
 
 以上、公告する。 


